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事 務 局

番
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ページ
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1 表紙 コンサルタント会社の業
務報告書がそのままの
形で国（河川管理者）の
説明資料として委員会に
提供された。国の基本姿
勢が問われる。

１．業務報告書を利用するこ
とはかまわないが、重要な
検討課題は、国（河川管理
者）自らが執筆すべきであ
る。
２．国が業務を民間に委託
するが、業務報告書と公的
な見解とは区分けするべき
だ。

正常流量は基本方針の
最重要項目の一つであ
る。

河川法第１２条
の２

－

2 1章流域
の概要

１－９
流況
流況の
経年変
化

図1-3-1において、
1/10渇水流量をS49～
H18の3/31としている
が、再検討が必要です。

吉野川分水の通水前と通水
後で渇水流況は著しく変化
した。対象期間をS53から
H20の3/30を採用するべき
です。

S53までは県営事業等
の末端整備等のため安
定していません。左の期
間を採用すると5m3/s強
となり、より実際を反映し
た数値となります。

基準渇水流量の
決定は利水管理
上の要です。河
川法解説140
ページ参照

下渕頭首工から大和平野への吉野川分水は、昭和
49年に通水を開始した。
統計処理にあたり長期間のデータ（30年間）を用い
た方がよいこともあり、河川整備基本方針策定時に
確定した昭和49年から平成18年までの33ヶ年の
データを使用した。（平成19年データは欠測。平成20
年以降のデータは高度照査中である。）
1/10渇水流量は31ヶ年中、第3位（平成14年）の値で
ある。
なお、昭和53年から平成18年までの27ヶ年のデータ
によっても1/10渇水流量として、第3位をとった場合
も、平成14年の値である。
（別紙 補足説明資料① 参照）

3 1章流域
の概要

1.5水利
用の状
況　1-
18　図
1-5-3

直轄区間を対象とした場
合と大和川水系を対象
とした場合で利水構造は
変わります。　利水構造
を検討するには、水系全
体を対象とする必要が
あります。

整備計画は直轄区間を対象
としている。利水構造から見
ると水系の一部です。淀川
水系、紀ノ川水系からの転
流で上工水・農水の補給も
あります。

十津川の水は大和川に
は入らない（下淵頭首工
は大和丹生川の上流に
位置している）図1-5-3
十津川から吉野川へ約
1.6億m3、吉野川約1.1億
m3

補助ダムも建設
されていて、再検
討が必要。

図1.5.3は、大和平野が他水系からの導水により水
需要を賄っていることを分かりやすく説明するため
に、大和川河川事務所が作成した広報資料から引
用したものである。
吉野川から下渕頭首工を通じて大和平野に導水す
る一方で、十津川から吉野川にも導水している水量
の収支を表現しているが、十津川の水が直接大和
川に引水されているような模式図であるため、注釈
を付けている。（「十津川の水を下流の紀の川に導
水」と明記。）
正常流量の検討は対象区間を設定した上で、流況
については他水系からの導水等も考慮した水系全
体の利水構造を反映して行っており検討の仕方につ
いては別紙参考資料⑧⑨において説明する。
（別紙 補足説明資料② 参照）

4 1章流域
の概要

1.6自然
環境の
概要

最終的に指標魚種に採
用されているニゴイの名
前が挙がってこないのは
何故か？

ニゴイは正常流量の決定の
指標魚種にはならない。ここ
では重要種にされていな
い。

1-28　表1-6-2「大和川
に生息する重要種」には
ニゴイは評価されていな
い。

ニゴイは重要種
ではない。

この章では、大和川の自然環境の概要を説明する
ため植生、魚類、底生動物、鳥類の重要種を列挙し
たものである。
ここでいう重要種とは、種の保存法、環境省ＲＤＢ、
水産庁ＲＤＢ、大阪府ＲＤＢ、奈良県ＲＤＬ、近畿鳥類
ＲＤＢ、近畿植物ＲＤＢ、干潟ＲＤＢの記載種である。
ニゴイはこれに該当しないため、記載していない。

5 1章流域
の概要

1.8河道
計画
1-35

基本方針の5200m3/sの
説明に、王寺流量3200、
石川流量1700の合計が
4800となっている。
100m3/sの差が出てい
るが？

委員会で説明があったと思
いますが、図1-8-1には説明
がない。柏原で5200を300調
節して、4800も説明が必要
です。

整備計画原案では基本
方針を採用しない方向
ですから、それとの整合
性が別途検討が必要で
す。

基本方針の考え
方

流量の相違は本支川の合流時差や河道貯留による
ものである。

6 1章流域
の概要

1.9人
口・産
業・観光
1ー37

想定氾濫区域には約
423km2に393万人が暮
らしている。

想定氾濫区域はどこか？公
表されたものを記載すべき
である。

想定氾濫区域を明示す
る必要がある。

想定氾濫区域の
取り扱いを議論し
ておく必要あり

ご意見として承る。

7 1章流域
の概要

1．10．1
ダム計
画の概
要

表1-10-1には、６基の県
営・府営ダムが掲載され
ている。すべて補助ダム
である。

１．どのような基準で６基を
選ばれたのか。
２．大和川本線に対する治
水、利水の関係を整備計画
原案では触れておく必要が
ある。倉橋ため池、初瀬ダ
ム、狭山池（ダム）（例えば、
図2-4）の検討はしなくてよ
いか。

これらのダムは、工事実
施基本計画を基礎として
いる。基本方針を反映し
ない原案ではダム操作
管理の見直しが必要で
はなかろうか。

整備計画原案の
もとで指定区間と
直轄区間のバラ
ンスがキチンと取
れているかどうか
説明が必要で
す。

大和川流域の概要として、治水目的で建設された柏
原地点上流のダム（6基）について紹介している。な
お、大和川水系には直轄ダムはない。
これらの補助ダムについては、支川の計画に基づき
ダム操作規則などが定められ適切に管理されてお
り、本整備計画の策定に合わせ、見直しを求める考
えはない。
府県管理区間と国管理区間のバランスについては、
第19回委員会補足資料説明①で説明している。

8 1章流域
の概要

1.7.3　C
プロジェ
クト

目標年は平成２２年と定
められている。

本年は目標年です。目標達
成状況、目標水質改善状
況、整備状況等の対応はど
うか？

直轄区間の施設整備
（進捗）状況はどうか。整
備計画原案との関係は
どうなっているか。

施設整備に関し
ては費用対効果
の分析が必要で
ある。

平成21年度の大和川本川の目標水質の達成状況
は、1地点盛夏の未達成箇所はあるが、他はすべて
環境基準を達成している。なお、支川等の詳細な達
成状況については、水環境協議会において現在取り
まとめている。
（別紙 補足説明資料③ 参照）
平成20年度に事業評価監視委員会に大和川総合水
系環境整備事業としてこれらの施設の必要性や効
果についての説明をし、事業の継続について了承を
頂いている。

委 員 か ら の 意 見
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9 2章対象
区間の設

定

２．対象
区間の
設定

対象区間の設定理由が
述べられているが、これ
だけで、この区間が設定
されてる理由はわからな
い。

１．水質改善の状況はCプロ
ジェクトの目標年（平成２２
年）では、ほぼ完成してい
る、実際はどうか、２．ほとん
どが堰の湛水区間、となって
いるが事実と異なる。３．大
阪府他支流：河川利用もなく
が事実と異なる。４．奈良県
内のダムの影響および吉野
川分水の影響についても事
実と異なる。

１．堰の湛水区間が連続
していることはない。２．
西除川では狭山池によ
る農業用水の利用およ
び伏流水を含む地下水
利用が大きい。３．吉野
川分水の影響および水
道水の淀川水系からの
転流も考慮しないといけ
ない。

河川正常流量を
分析する場合、
指定区間も含め
て水系全域を対
象として、検討の
結果、基準となる
ポイントの流量を
設定する、必要
がある。実際に
指定区間では維
持流量の決定が
なされている。

平成21年度の大和川本川の目標水質の達成状況
は、1地点盛夏の未達成箇所はあるが、他はすべて
環境基準を達成している。なお、支川等の詳細な達
成状況については、水環境協議会において現在取り
まとめている。
ここでは国管理区間において正常流量の設定が必
要な対象区間を検討するため、河川の特性を整理し
たものであり、支川の特性についても参考として整理
している。
「ほとんどが堰の湛水区間」とは佐保川、初瀬川、石
川の湛水区間の程度を通常の河川と比較して表現
したものである。
（別紙 補足説明資料③ 参照）
「河川利用もなく」とは、流量の確保による配慮が必
要となる河川利用はないことを表現したものである。
奈良県内のダム及び吉野川分水の記述について
は、本川の正常流量の基準地点となる柏原地点に
おいて、奈良県他支川の低水管理を行うことの難し
さを説明しているものである。
正常流量の検討は対象区間を設定した上で、流況
については他水系からの導水等も考慮した水系全
体の利水構造を反映して行っており検討の仕方にお
いては別紙補足説明資料⑨⑩において説明する。

10 3章河川
区分

図3-2-
2(1)およ
び(2)

(2)魚種（重要種）のなか
にニゴイはあがっていな
い

この章までは、ニゴイは検討
対象から除外されている。

図3-2-2河川特性図は、大和川の自然環境の概要
を説明するため魚種として前章と同様に種の保存
法、環境省ＲＤＢ等に記載されている重要種を列挙
したものである。

11 4章項目
別必要流

量

(1)対象
魚種の
選定
(2)代表
魚種の
選定

検討の対象とする魚種
を４要素にもとずき区間
毎に選定する・・・として
いる。

４要素の中に「重要種」の項
目が上げられている。表４－
１－２ではじめてニゴイの名
前がでてくる。ニゴイは代表
種から除外すべきです。

４要素にもとづいて、選
定するのであるから表４
－１－２の種名の中か
ら、代表魚種の選定に
当たって、重要種でない
魚種を除かなければな
らない。何故、自ら定め
た選定基準を無視する
のか、

本検討業務報告
の不可解な点の
一つである。

動植物の生息地又は生育地の状況からの必要流量
の検討にあたっては、「正常流量の検討の手引き
(案)」にもとづき、「当該河川に生息する在来淡水魚
類の中から、対象魚種を選定し、さらにその中から河
川区分した区間毎に生息環境を代表できる魚種を代
表魚種として選定する。」とされていることから、重要
種のみならず対象区間を生息、生育、繁殖に利用す
る魚種について、重要種や既に定着した移入種を加
えて整理した結果が表4-1-2である。なお、ニゴイは
重要種ではなく、瀬に産卵する魚種のため対象魚種
となっている。
（別紙 補足説明資料④ 参照）

12 4章項目
別必要流

量

b)評価
指標（４
－１１）

ニゴイについての記述、
森下先生ヒアリングの概
要・・・産卵に必要な水深

この章は、全面的に再検討
するべきです。

そもそも、ニゴイは代表
種から除外されなけれ
ばならないのに、この章
から急に検討され始め
て、体高等の記載事項
に矛盾が多い。

必要水深を体高の2倍として算出する方法におい
て、河川水辺の国勢調査の体高のデータがなく、体
長のデータしかなかったことと、森下委員より全長比
（体長/体高）を用いて推定するのは適当ではないと
助言を受けたことから、「正常流量検討の手引(案)」
にある全長と必要水深の比を用い、「正常流量検討
における魚類からみた必要流量について」に従い
5cm単位で設定した過程を説明している。

13 4章項目
別必要流

量

(2)必要
流量

すでに１２．で再検討を
必要としているので、以
下の記述についてはコメ
ントの必要はない。

表4-1-15(1)必要水深　ウグ
イ・ニゴイ30cm,　表4-1-
15(2)必要流速ウグイ
30cm/s、表4-1-17必要流
量、がでているが、各数値の
決定手順が明らかではな
い。

この部分は、必要流量
の決定のキーポイントで
ある。数値だけが記載さ
れて、その説明がない。

この業務報告書
の根幹の部分で
あるが、説明が
ない。

魚種別の産卵及び移動時の必要水深、流速につい
ては、 「正常流量検討における魚類からみた必要流
量について」により設定し（表4-1-8）、魚種別の産卵
時期を考慮し（表4-1-9(1)～(7)）、設定した。
（別紙 補足説明資料⑤ 参照）

14 4章項目
別必要流

量

a)からｆ）
まで
ページ
4-32～
4-37

水面幅（図上で）、川幅
（下の説明文）の説明が
分からない。　図4-17-
(1)～(6）H-Q図に置い
て、必要とする5m3/s近
辺の流量実測データが
ない、何故か？

重要な要素であり、年間を
通じて、この程度の流量は
観測されるはず。実測デー
タで作図すべきである。ま
た、流速のチェックが必要で
ある。

川幅や流速は水深ととも
に、流量決定のキーポイ
ントである。分析検討が
不十分と言わざるを得な
い。

実測データがと
れないならばそ
の理由を記載す
るべきです。

流量観測は平成17年度に実施しているが、近年は
比較的流況が良く、魚類の移動や産卵に支障となる
渇水流量とはなっていないことから、魚類の移動や
産卵に支障となる水深から渇水流量を算出するため
には、水位流量曲線が必要となるため、「水文観測
（国土交通省河川局）」を参考に、広く用いられてい

るＱ＝a（H＋ｂ）
2
の二次曲線を採用し、最小自乗法に

より定数を同定している。
魚類の移動や産卵に必要となる流量については、水
位流量曲線から求めている。
（別紙 補足説明資料⑥ 参照）

15 4章項目
別必要流

量

4.1.2漁
業

表4-1-18　Carassius と
は何か？綴りが異なって
いるが。

説明して下さい。 現在、漁業権の設定は
あるのでしょうか？区域
は設定奈良県内にあり、
指定区間も含まれてい
る。正常流量決定区間
外でもある。

つづりが異なって
いる。もう少し緊
張して、記述して
欲しい。役所の
チェックがなかっ
たのかなあ。

Carassius とはフナ属の学名である。表4-1-18、表4-
1-19では綴りを誤りCarasiusと記載している。
国管理区間でフナ・コイの漁業権は、大和川は亀の
瀬上流～佐保川合流点、佐保川は全域において設
定されている。

16 4章項目
別必要流

量

4.2.2必
要流量
の算出

図4-2-1必要流量設定
方法について、点は実測
データですか？何との相
関係数ですか？

流量の範囲が、0～10m3/s
で表されている。質問１４と
比べて、流量の範囲が大き
くずれている。何故でしょう
か？

５回の流量観測結果と
記述されている。この流
量範囲の実測値がある
ようですね。質問１４の
図は再検討して下さい。

次第にずさんな
業務報告書と
なっていることが
分かります。役所
のチェックがな
かったのかなあ。

点は4.2.5アンケート調査に示すとおり、540のアン
ケート結果から算出した水量感をレベル3以上である
と評価した回答者の割合を示している。
この結果から、水量感をレベル3以上であると評価し
た回答者の割合と流量の関係に二次曲線の関係が
あると考えられたことから、二次曲線を同定した際の
相関係数である。
（別紙 補足説明資料⑦ 参照）
ここでは、景観からの必要流量を検討しているため、
動植物の生息地又は生育地の状況からの必要流量
とは値が異なっているものである。
図4-2-2は、5回の流量観測結果とは左側のグラフ
の点のことを指しており右側のグラフの5つの点は水
量感をレベル3以上であると評価した回答者の割合
である。

委 員 か ら の 意 見
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17 4章項目
別必要流

量

4.3流水
の清潔
の保持
からの
必要流
量

流総計画の作成年は何
年か？
図4-3-3において、Cプロ
ジェクト実績および水質
観測結果と流総計画
（H22年目標)の照合が
必要です。

流総計画の下水道整備完
了年は平成22年である。本
年の実績と照合して、この章
の再検討をして下さい。

流総計画の単なる数値
（流達負荷量）計算だけ
でなく、実際の状況をも
とに、再検討する必要が
あります。

計画の時点から
の時間経過が検
討されていない。
架空の計算結果
では議論しようが
ない。

ここで用いた流総計画は大阪府は平成12年、奈良
県は平成17年に策定されたものであり、両計画とも
昭和63年を基準年次とし、平成22年を目標年次とし
ている。
ここでは、流総計画に基づき下水道整備が全て達成
された時点において、流水の清潔の保持からの必要
流量を検討している。
このため、排出負荷量や流達率は、流総計画の値を
引用し、浄化残率については、流総計画が低水流量
時の水質を対象としているのに対し、流水の清潔の
保持からの必要流量は渇水流量時の水質を対象と
しているため、渇水流量時の流速に相当する浄化残
率を設定し、下水道整備が完了した時点でも、水質
汚濁防止法施行令第６条を参考に、環境基準の２倍
相当を越えないための必要流量を検討しているもの
である。なお、このような考え方は「正常流量の検討
の手引き(案)」に記載されている。
（別紙 補足説明資料⑧ 参照）

18 4章項目
別必要流

量

ページ
4-62

表4-3-15区間別の渇水
流量とは何か？

渇水流量の定義は、国土交
通省でなされています。何年
の渇水流量ですか？

言葉遣いがあいまいに
なってきています。

次第にずさんな
業務報告書と
なっていることが
分かります。役所
のチェックがな
かったのかなあ。

ここでは、浄化残率を設定するにあたり、自浄係数
については流総計画の値を用い、流下時間につい
ては渇水流量に相当する値が必要なため、流下時
間の算出時に用いる渇水流量を整理している。

19 5章項目
維持流量

５．維持
流量６．
水利流
量７．支
川流量
の設定
等

この３つの章は難しく理
解できません。

上記の質問事項（１８まで）
が検討された後、分かりや
すく説明して下さい。

説明が分からないのは、
もちろん、読者側（委員）
の力不足もありますが、
事業者として分かりやす
く表現する努力も必要で
す。

事業者は、出来
る限り分かりや
すく説明する責
任があります。 （別紙 補足説明資料⑨ 参照）

20 5章項目
正常流量

８．正常
流量

図8-2-2(1)(2)について 上記の質問事項（１８まで）
が検討された後、分かりや
すく説明して下さい。図の表
現そのものが複雑で理解で
きない。

説明が分からないのは、
もちろん、読者側（委員）
の力不足もありますが、
事業者として分かりやす
く表現する努力も必要で
す。

事業者は、出来
る限り分かりや
すく説明する責
任があります。 （別紙 補足説明資料⑨ 参照）

21 5章項目
正常流量

(1)基本
方針文
（案）

大和川水系河川整備基
本方針の文案まで、業
務報告書に記述されて
います。

こんなことでよいのでしょう
か？業務報告者と事業者
（国）は立場も違います。何
もかも全部お願いします、で
は、納税者はどう思うでしょ
うか。

せめて、事業者が自ら
の言葉で、説明書をキチ
ンと作成すべきです。事
業者の気のゆるみと、国
民から「たるんどる」と言
われやしないか？職員
がせっかく頑張っている
のに、このようなずさん
なもので、整備計画全体
の評価が落ちてしまいま
す。

業者に任せきり、
丸投げ・丸飲み、
と批判されても仕
方がありません。

当該部分は全水系で同様の記述となっていることか
ら、他水系を参考としたものであり、基本方針小委員
会でも他水系と同様の表現が了承されたものであ
る。
（別紙 補足説明資料⑩ 参照）

委 員 か ら の 意 見
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第20回大和川流域委員会

P1-9

１．流域の概要

1.3 流況

(1)流況の経年変化

図1-3-1柏原観測所の経年変化において、 1/10渇水流量をS49
～H18の3/31としていますが、吉野川分水の通水前と通水後で渇水
流況は著しく変化しているので、再検討が必要では？対象期間を
S53からH20の3/30とするべきでは？

大和川の正常流量の検討に関する意見等について
荻野委員からの意見、質問等

補足説明資料①

第20回大和川流域委員会

・下渕頭首工から大和平野への吉野川分水は、昭和49年に通水を開始した。

・統計処理にあたり長期間のデータ（30年間）を用いた方がよいこともあり、河川整備基本方針策定時に確定

した昭和49年から平成18年までの33ヶ年のデータを使用した。（平成19年データは欠測。平成20年以降の

データは高度照査中である。）

・1/10渇水流量は31ヶ年中、第3位（平成14年）の値である。

・なお、昭和53年から平成18年までの27ヶ年のデータによっても1/10渇水流量として、第3位をとった場合も、

平成14年の値である。

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

柏原地点の流況表(流域面積：962.0km2） (m3/s)

年 年最大流量 年最小流量 豊水流量 平水流量 低水流量 渇水流量 年平均流量

 1974 (S49) 540.86 0.02 23.55 12.34 7.33 3.50 28.90
 1975 (S50) 859.03 0.76 －－ － － 27.30
 1976 (S51) 949.84 4.10 26.87 17.09 12.16 6.14 34.90
 1977 (S52) 713.56 0.95 19.46 11.86 8.90 3.44 21.00
 1978 (S53) 1178.92 0.16 10.54 7.77 5.84 1.20 13.90
 1979 (S54) 1460.32 1.04 24.32 13.39 9.54 3.69 28.70
 1980 (S55) 668.18 4.48 35.60 21.12 15.53 8.63 36.70
 1981 (S56) 963.64 2.27 27.10 17.78 12.02 5.71 24.60
 1982 (S57) 2497.00 2.78 31.35 16.85 8.99 5.24 40.40
 1983 (S58) 1112.85 0.57 21.01 13.79 10.31 3.66 23.80
 1984 (S59) 985.65 1.75 15.13 9.56 7.78 5.04 18.90
 1985 (S60) 1198.69 1.36 20.57 11.45 8.23 3.83 26.10
 1986 (S61) 738.46 1.79 17.69 10.76 7.78 5.16 21.10
 1987 (S62) 262.48 2.91 14.92 10.17 8.09 4.43 15.80
 1988 (S63) 977.76 1.50 19.01 11.01 8.22 6.04 23.40
 1989 (H1) 1136.79 3.63 26.62 15.28 11.84 6.30 32.90
 1990 (H2) 1105.13 1.77 27.41 16.44 10.84 2.27 32.40
 1991 (H3) 816.10 2.83 23.98 15.51 12.75 6.08 26.60
 1992 (H4) 542.78 7.00 27.59 16.04 12.86 10.84 27.90
 1993 (H5) 1545.94 2.52 31.19 18.40 12.90 8.60 37.50
 1994 (H6) 726.68 2.63 12.53 9.92 8.02 4.30 13.50
 1995 (H7) 2015.75 1.81 17.91 9.63 7.26 4.72 25.33
 1996 (H8) 887.81 0.68 19.79 12.04 8.12 4.00 19.14
 1997 (H9) 1207.53 5.23 19.63 11.20 8.11 6.61 23.68
 1998 (H10) －－ 33.82 18.46 12.61 8.73 32.30
 1999 (H11) 1613.68 2.94 23.84 13.34 8.77 6.42 31.22
 2000 (H12) 1002.62 6.88 －－ － － －
 2001 (H13) 720.27 0.96 18.14 13.22 11.23 3.33 21.40
 2002 (H14) －－ 13.73 9.43 7.792.87 15.00
 2003 (H15) 1149.69 4.20 33.16 16.66 12.35 8.58 33.14
 2004 (H16) －－ 28.29 15.90 10.08 7.56 30.17
 2005 (H17) －－ 17.90 12.00 9.55 4.97 18.70
 2006 (H18) －－ 25.13 14.59 10.28 7.79 26.12

平均 1056.36 2.48 22.83 13.65 9.87 5.47 26.02
1/10 542.78 0.57 13.73 9.56 7.332.87 －

出典)大和川河川事務所流量データベースより整理した。
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第20回大和川流域委員会

P1-18 

１．流域の概要

1.5水利用の状況

(2)流況のマクロ的な水収支の概要【実績】

図1-5-3柏原地点上流における流域の水収支の概要において、
直轄区間を対象とした場合と大和川水系を対象とした場合で利水
構造は変わるため、利水構造を検討するには、水系全体を対象と
する必要があるのでは？

整備計画は直轄区間を対象としているが、利水構造から見ると水
系の一部です。淀川水系、紀の川水系からの転流で上工水・農水
の補給があるが。

補足説明資料②

大和川の正常流量の検討に関する意見等について
荻野委員からの意見、質問等

第20回大和川流域委員会

・図1.5.3は、大和平野が他水系からの導水により水需要を賄っていることを分かりやすく説明するために、大

和川河川事務所が作成した広報資料から引用したものである。

・吉野川から下渕頭首工を通じて大和平野に導水する一方で、十津川から吉野川にも導水している水量の

収支を表現しているが、十津川の水が直接大和川に引水されているような模式図であるため、注釈を付け

ている。（「十津川の水を下流の紀の川に導水」と明記。）

図 1.5.3 柏原地点上流における流域の水収支の概要【平成14年対象】

※吉野川の水を奈良盆地に導水する代わりに、十津川の水を下流の紀の川に導水する。

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

年間降水量
約１，０００ｍｍ

木津川（水道用水）
約０．７億ｍ３

奈良盆地の降水量
（平常時）
約１．６億ｍ３

吉野川
（水道用水・農業用水）
約１．１億ｍ３

(全国平均約１，７００ｍｍ)

亀の瀬

大
和
川

大阪湾

奈良盆地

十津川から吉野川へ
約１．６億ｍ３

石川の合流
約０．３億ｍ３

旧流域への分派
約０．７億ｍ３

※

5



第20回大和川流域委員会

天理ダム

初瀬ダム

白川ダム

岩井川ダム

滝畑ダム

大門ダム
(事業中)

狭山池ダム

紀の川（吉野川）

大滝ダム

大和川

下淵頭首工

津風呂ダム

幹
線
水
路

幹
線
水
路

布目ダム

須川ダム

布目川取水口

緑ヶ丘浄水場

木津川取水口

室生ダム

桜井浄水場

②奈良県水道（宇陀川）
4/16～10/15 1.6 /s
10/16～4/15 1.2 /s

①奈良市水道
（淀川水系布目川）

前川取水口：1.74 /s

①奈良市水道
（淀川水系木津川）

木津川取水口：0.80 /s

御所浄水場

第1・第2取水口

④十津川・紀の川農業用水
6/15～9/15 9.91 /s
9/16～6/14 2.91 /s

③奈良県水道（紀の川）
第1取水口：1.07 /s（安定）
第2取水口：1.50 /s（暫定）

木津川

凡 例

農業用水

受益地

上水道用水

凡 例

農業用水

受益地

上水道用水

白砂川取水口

前川取水口

・吉野川の支川である大和丹生川の合流点は、下渕頭首工より下流であるため、十津川の水が直接大和川
に入ることはない。

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

紀の川（吉野川）

大
和
丹
生
川

下渕頭首工

第20回大和川流域委員会
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第20回大和川流域委員会

P2-1 

２.対象区間の設定

対象区間の設定理由が述べられているが、これだけでは、この区
間が設定されてる理由がわかりません。

１．水質改善の状況はCプロジェクトの目標年（平成２２年）では、
ほぼ完成している、実際はどうか、２．ほとんどが堰の湛水区間、と
なっているが事実と異なります。３．大阪府他支流：河川利用もない
が事実と異なります。４．奈良県内のダムの影響および吉野川分水
の影響についても事実と異なります。

補足説明資料③

大和川の正常流量の検討に関する意見等について
荻野委員からの意見、質問等

第20回大和川流域委員会

・平成21年度の大和川本川の目標水質の達成状況は、1地点盛夏の未達成箇所はあるが、他はすべて環境
基準を達成している。なお、支川等の詳細な達成状況については、水環境協議会において現在取りまとめ
ている。

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

平成21年度 大和川水質マップ（mg/L）

基準地点
目標
BOD

平成21年度
BOD

上吐田 75%値 5 4.2 ○

太子橋 75%値 5 4.5 ○

御幸大橋 75%値 5 3.1 ○

藤井 75%値 5 3.2 ○

国豊橋 75%値 5 3.0 ○

夏期 3 2.3 ○

河内橋 75%値 5 2.6 ○

夏期 3 2.0 ○

浅香新取水口 75%値 5 2.2 ○

夏期 3 1.8 ○

盛夏 2 1.8 ○

遠里小野橋 75%値 5 2.9 ○

夏期 3 2.6 ○

盛夏 2 2.4 ×

※夏期は5～9月の平均値
　 盛夏は7･8月の平均値

大和川本川におけるＣプロジェクトの目標水質

7



第20回大和川流域委員会

・ここでは国管理区間において正常流量の設定が必要な対象区間を検討するため、河川の特性を整理した
ものであり、支川の特性についても参考として整理している。

・「ほとんどが堰の湛水区間」とは佐保川、初瀬川、石川の湛水区間の程度を通常の河川と比較して表現した
ものである。

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

第20回大和川流域委員会
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第20回大和川流域委員会

P4-4、P4-5

４．項目別必要流量

4.1 動植物の生息・生育地の保護等

4.1.1 魚類の生息・生育地の保護

(1)対象魚種の選定、(2)代表魚種の選定

検討の対象とする魚種を４要素にもとずき区間毎に選定する・・・と
しているが。

４要素の中に「重要種」の項目が上げられています。表4-1-2で初
めてニゴイの名前がでてくるが、ニゴイは代表種から除外すべきで
は？

補足説明資料④

大和川の正常流量の検討に関する意見等について
荻野委員からの意見、質問等

第20回大和川流域委員会

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

・動植物の生息地又は生育地の状況からの必要流量の検討にあたっては、「正常流量の検討の手引き(案)」

にもとづき、「当該河川に生息する在来淡水魚類の中から、対象魚種を選定し、さらにその中から河川区分

した区間毎に生息環境を代表できる魚種を代表魚種として選定する。」とされていることから、重要種のみな

らず対象区間を生息、生育、繁殖に利用する魚種について、重要種や既に定着した移入種を加えて整理し

た結果が表4-1-2である。なお、ニゴイは重要種ではなく、瀬に産卵する魚種のため対象魚種となっている。

9



第20回大和川流域委員会

P4-28

４．項目別必要流量

4.1 動植物の生息・生育地の保護等

4.1.1 魚類の生息・生育地の保護

(2)必要流量 1)必要水理条件の設定

表4-1-15(1)必要水深 ウグイ・ニゴイ30cm 、 表4-1-15(2)必要流
速ウグイ30cm/s、表4-1-17必要流量、がでているが、各数値の決定
手順が明らかではない。

補足説明資料⑤

大和川の正常流量の検討に関する意見等について
荻野委員からの意見、質問等

第20回大和川流域委員会

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

・魚種別の産卵及び移動時の必要水深、流速については、 「正常流量検討における魚類からみた必要流量

について」により設定し（表4-1-8）、魚種別の産卵時期を考慮し（表4-1-9(1)～(7)）、設定した。

10



第20回大和川流域委員会

P4-32～37

４．項目別必要流量

4.1 動植物の生息・生育地の保護等

4.1.1 魚類の生息・生育地の保護

(2)必要流量 2)必要流量の算出 a)～ｆ）

水面幅（図上で）、川幅（下の説明文）の説明が分からない。 図4-
1-7(1)～(6）H～Q図に置いて、必要とする5m3/s近辺の流量実測デー
タがない、何故か。

補足説明資料⑥

大和川の正常流量の検討に関する意見等について
荻野委員からの意見、質問等

第20回大和川流域委員会

・流量観測は平成17年度に実施しているが、近年は比較的流況が良く、魚類の移動や産卵に支障となる渇
水流量とはなっていないことから、魚類の移動や産卵に支障となる水深から渇水流量を算出するためには、
水位流量曲線が必要となるため、「水文観測（国土交通省河川局）」を参考に、広く用いられているＱ＝a（H
＋ｂ）2の二次曲線を採用し、最小自乗法により定数を同定している。

・魚類の移動や産卵に必要となる流量については、水位流量曲線から求めている。

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

11



第20回大和川流域委員会

｢水文観測(国土交通省河川局)｣より

｢水文観測(国土交通省河川局)｣より

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

第20回大和川流域委員会

12



第20回大和川流域委員会

P4-42

４．項目別必要流量

4.2景観

4.2.2必要流量の算出

図4-2-1必要流量設定方法について、点は実測データですか？何
との相関係数ですか？

補足説明資料⑦

大和川の正常流量の検討に関する意見等について
荻野委員からの意見、質問等

第20回大和川流域委員会

・点は4.2.5アンケート調査に示すとおり、540のアンケート結果から算出した水量感をレベル3以上であると評
価した回答者の割合を示している。
この結果から、水量感をレベル3以上であると評価した回答者の割合と流量の関係に二次曲線の関係があ
ると考えられたことから、二次曲線を同定した際の相関係数である。

・ここでは、景観からの必要流量を検討しているため、動植物の生息地又は生育地の状況からの必要流量と
は値が異なっているものである。
図4-2-2は、5回の流量観測結果とは左側のグラフの点のことを指しており右側のグラフの5つの点は水量
感をレベル3以上であると評価した回答者の割合である。

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

流量(m3/s)

水
面

幅
(m

)

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

距離(m)

(T.P.:m) 1/10渇水流量相当水位

3.23m
3
/s

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

Q(m3/s)

相関係数
 r =0.9755

※ 横断図中の水面は、直近流量観測所における平均低水流量時の水位である。

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答
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第20回大和川流域委員会

P4-51

４．項目別必要流量

4.3流水の清潔の保持からの必要流量

4.3.5地点別の必要流量の算出

流総計画の作成年は何年か？

図4-3-3において、Cプロジェクト実績および水質観測結果と流総
計画（H22年目標)の照合が必要です。

補足説明資料⑧

大和川の正常流量の検討に関する意見等について
荻野委員からの意見、質問等

第20回大和川流域委員会

・ここで用いた流総計画は大阪府は平成12年、奈良県は平成17年に策定されたものであり、両計画とも昭和
63年を基準年次とし、平成22年を目標年次としている。

・ここでは、流総計画に基づき下水道整備が全て達成された時点において、流水の清潔の保持からの必要
流量を検討している。

・このため、排出負荷量や流達率は、流総計画の値を引用し、浄化残率については、流総計画が低水流量
時の水質を対象としているのに対し、流水の清潔の保持からの必要流量は渇水流量時の水質を対象として
いるため、渇水流量時の流速に相当する浄化残率を設定し、下水道整備が完了した時点でも、水質汚濁防
止法施行令第６条を参考に、環境基準の２倍相当を越えないための必要流量を検討しているものである。
なお、このような考え方は「正常流量の検討の手引き(案)」に記載されている。

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

（緊急時）
第六条 法第十八条 の政令で定める場合は、同条 に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化そ

の他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質環境基準において定められ
た水質の汚濁の程度の二倍に相当する程度（第二条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあつては、当
該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度）をこえる状態が生じ、
かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。

｢水質汚濁防止法施行令｣より

（緊急時の措置）
第十八条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇

水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被
害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般
に周知させるとともに、環境省令で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排
出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

｢水質汚濁防止法｣より

14



第20回大和川流域委員会

5.維持流量、6.水利流量、7.支川流量の設定等

この3つの章は難しくて理解できません。分かりやすく説明して下さ
い。

補足説明資料⑨

P8-3,4

８．正常流量

8.2 正常流量の設定

図8-2-2(1)(2)について、分かりやすく説明して下さい。図の表現そ
のものが複雑で理解できません。

大和川の正常流量の検討に関する意見等について
荻野委員からの意見、質問等

第20回大和川流域委員会

①動植物の生息地または生育地の状況

②景観

③流水の清潔の保持

④舟運

⑤漁業

⑥塩害の防止

⑦河口閉塞の防止

⑧河川管理施設の保護

⑨地下水位の維持

・正常流量の設定は、次に示す９項目についての必要流量から検討します。

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

15



第20回大和川流域委員会

区間4-3区間4-2区間4-1区間3-2区間3-1区間2-2区間2-1区間1項 目

○

×

○

○

×

○

×
渓谷部で水質の基準地点と
なっていない

○
景観評価として相応しい地
点としてアンケートから決定

×
渓谷部の瀬で流量変動によ
る影響が少ない

×

×

○

×
下水処理場の
直下であるため

○○×
感潮区間
のため

③流水の清潔の保持

××××
感潮区間
のため

②景観

○○○×
感潮区間
のため

①動植物の生息地ま
たは生育地の状況

・大和川では９項目のうち、３項目について区間毎に必要流量を検討します。【４章】

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

第20回大和川流域委員会

区間Ａ 区間Ｃ区間Ｂ

・３項目の必要流量については、区間毎、期間別に必要流量を検討します。【４章】

10

8

6

4

2

0
河口からの距離（ｋｍ）

流
量

（
m

3
/s

）

①動植物
この地点では、アユ、

ウグイ、ニゴイ、ヨシノ
ボリ等魚類の移動及び
産卵に必要な流量とし
て４．０ｍ３／ｓ必要

③流水の清潔の保持
この地点では、環境基

準値(BOD７５％値)の２倍
を満足する流量として
２．３ｍ３／ｓ必要

②景観
この地点では、景観

として必要な流量とし
て３．２ｍ３／ｓ必要

対象期間：１月

動植物

景観

流水の清潔の保持

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

上流下流
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第20回大和川流域委員会

区間Ａ 区間Ｃ区間Ｂ

・区間別、期間別に、①～③の必要流量を満たす流量（最大値）を、維持流量として設定します。

10

8

6

4

2

0
河口からの距離（ｋｍ）

流
量

（
m

3
/s

）

対象期間：１月

動植物

景観

流水の清潔の保持

維持流量

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

上流下流

第20回大和川流域委員会

・続いて、渇水時における大和川の水収支縦断変化（支川による流入や取水による本川流量の増減関係）を

整理します（水収支縦断図）。【６章、７章】

区間Ａ 区間Ｃ区間Ｂ

+6

+4

+2

0
河口からの距離（ｋｍ）

最
上

流
端

か
ら

の
流

量
変

化
（
m

3
/s

）

水収支縦断図

取水があるので、流
量が減ります。
（届出書やヒアリング、実
測等により取水量を整理）

支川等の流入がある
と、流量が増加します。
（モデルや実測、相関等によ
り計算）

対象期間：１月

-2

水収支

基準地点

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

支川

吉野川からの導水については、関連支川（葛城川、曽我川、飛鳥川など）への農水還元量として評価している。

農業用取水施設

上流下流

17



第20回大和川流域委員会

流入量の計算方法支川

本川（香ヶ丘－柏原）流量と西除川、東除川の流量
の相関係数を求め、本川の1/10渇水流量と回帰式

から支川の流入量を求める。

流量観測データは十分でないものの近隣の流量デ
ータとの相関関係があると扱う支川

（西除川、東除川）

下水処理場の放流量は実績流量

都市排水の放流量は上記の原単位法

タンクモデルにより、実績流量から自然流量と還元
量を分離した上で、期別区分毎に藤井地点の1/10
渇水流量を求め、支川毎の自然流量は流域面積
比で按分、支川毎の農水還元量は灌漑面積比で
按分。

これらを総和したものを支川の流入量とする。

流量観測データが十分でなく、自然の流出に下水
処理水や都市排水、農業用水の還元水の人為的
な流出が混在し、相関関係等により扱うことのでき
ない支川

（大阪府の原川及び奈良県の支川全て）

原単位法

・生活系排水＝（し尿形態別人口）×原単位

・工業系排水＝出荷額×原単位

・畜産系排水＝飼育頭数×原単位

流量観測データが十分でなく、自己流量がほとん
どなく、都市排水（生活や工業、畜産系からの排水
）量がほとんど一定と見なせる残流域

（西除川に近接した一部）

流量観測データから1/10渇水流量を支川の流入量

とする。
流量観測が比較的良く行われ実績流量データが
揃っている支川

（石川）

・支川の流入量については、実績流量データの有無や流出特性に応じて以下の通り計算している。【７章】

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

第20回大和川流域委員会

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

流量観測が比較的良く行われ実績
流量データが揃っている支川

流量観測データが十分でなく、自然
の流出に下水処理水や都市排水、
農業用水の還元水の人為的な流出
が混在し、相関関係等により扱うこ
とのできない支川

流量観測データが十分でなく、自己
流量がほとんどなく、都市排水（生
活や工業、畜産系からの排水）量が
ほとんど一定と見なせる残流域

流量観測データは十分でないもの
の近隣の流量データとの相関関係
があると扱う支川

< 凡 例>

支川流域分割図
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第20回大和川流域委員会

区間Ａ 区間Ｃ区間Ｂ

・各期間毎に、各区間の維持流量が確保されるように水収支縦断図を重ねたときの基準地点（柏原地点）の

流量が正常流量となります。（かんがい用水や工業用水などの取水が行われても、全区間で維持流量が確

保されることとなる。）

10

8

6

4

2

0
河口からの距離（ｋｍ）

流
量

（
m

3
/s

）

対象期間：１月

クリティカルポイント

基準地点
（柏原地点）

動植物

景観

流水の清潔の保持

維持流量

正常流量の水収支

基準地点

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答

上流下流

第20回大和川流域委員会

0

2

4

6

8

10

-1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37距離(km)

流量

(m3/s)

維持流量

正常流量

景観

動植物

流水の清潔の保持

基準地点

区間4-1区間3-1区間2-1 区間3-2 区間4-2 区間4-3区間2-2

区間2 区間3 区間4区間1

クリティカルポイント(動植物)

0

2

4

6

8

10

-1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37距離(km)

流量

(m3/s)

維持流量

正常流量

景観

動植物

流水の清潔の保持

基準地点

区間4-1区間3-1区間2-1 区間3-2 区間4-3区間2-2

区間2 区間3 区間4区間1

クリティカルポイント(動植物)

柏原地点

概ね：４ m３/s

区間4-2

・時期によっては、クリティカルポイントが変わります。

１
月

７
・
８
月

2.032.03mm33/s/s

4.044.04mm33/s/s

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答
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第20回大和川流域委員会

P8-5

８．正常流量

8.2 正常流量の設定

(1)基本方針文（案）1)大和川水系河川整備基本方針

大和川水系河川整備基本方針の文案まで、業務報告書に記述さ
れていますが、事業者が自らの言葉で、説明書をキチンと作成すべ
きではないでしょうか。

補足説明資料⑩

大和川の正常流量の検討に関する意見等について
荻野委員からの意見、質問等

第20回大和川流域委員会

◆円山川水系河川整備基本方針（平成20年1月）

・当該部分は全水系で同様の記述となっていることから、他水系を参考としたものであり、基本方針小委員会

でも他水系と同様の表現が了承されたものである。

◆大和川水系河川整備基本方針（平成21年3月）

◆吉野川水系河川整備基本方針（平成17年11月）

◆高津川水系河川整備基本方針（平成18年2月）

大和川の正常流量の検討に関する意見等について対する回答
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